
インセンティヴと不平等とコミュニティ（1）

　　ジェラルドA．コーエン

松下　丈宏／越野　章史（訳）

　…人類の支配者は…社会的倫理の二つの基準を、相互に衝突することな

く併存するよう、擁護する。一つは実用的な諸価値であり、他方は陳列す

るためのものである。彼らは欺瞳を意識することなく、理念的諸原理を道

徳的に満たすことと、現実主義的な行為の物質的利点を、結合する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R．H．トーニー　『平等』

1．インセンティヴ論、インターパーソナル・テ

スト、コミュニティ

1．

　1988年3月、サッチャー政権下の時の蔵相で

あったニゲル・ローソンは、イギリスにおける

所得税の最高税率を60パーセントから40パー

セントに引き下げた。この減税は、イギリスの

所得平均と比較して、そしてもちろん貧困層と

比較して、すでに高い収入を得ていた人々の純

収入を増大させた。社会主義者たちはこの減税

を苦々しく思い、最近の政治資料によれば、労

働党は実際、1988年以前の税率を復帰させそう

である1）。

　ローソン減税はどのように擁護しうるであろ

うか。確かに、資本主義社会において経済的な

不平等は何ら目新しいものではないのだから、

それに賛成する多くの議論が蓄積されるだけの

十分な時間があったはずである。政治的な右派

からは次のような主張が聞こえてくる。「裕福

な人々は彼らの富に対して権原をもっている。

彼らの富の一部に対しては、彼ら自身がそれを

生産したからであり（現実の高所得者たちにそ

のようなものはないのだが）、富の残りの部分

に対しては、それらのものを自ら生産したが故

に権原をもつ他者から自発的に譲渡されたか、

同様に権原をもつ他者から自発的な交換を通じ

て、あるいは贈与によって、受け取ったからで

ある。」（このような主張をする人々の一部は、

生産が所有を正当化するのは、それが道徳的な

功績を確立するからであるとも考えている。他

方で、権原の物語が有効であるために、功績の

理念は不必要だと考える人々もいる。）そして

また、右派からだけでなく中道派からも支持さ

れる、功利主義の主張がある。いわく、「経済の

活性化を通じて国民総生産を増大させることに

より、人々の幸福の総量を増加させるが故に、

不平等は正当化される。」

　左派リベラルは一哲学におけるその代表格は

ジョン・ロールズであるが一このような不平等

正当化の議論を拒否する。彼らはこれらの議論

における主要な前提を形づくる諸原理（権原、

功績、総効用）を受容しない2）。　だが、右派や

中間派は時に、不平等を擁護するために追加的

な論点を持ち出す。それは、その大前提にリベ

ラル派が親しんでいるような論点である。その

大前提とは、経済的不平等は不遇な人々の状況

をできる限り改善する場合正当化される、とい

うものである3）。　このような不平等擁護論の

一つのタイプーこのタイプこそがこの講義の主

題なのだが一においては、高収入が、通常より

生産性の高い人々をそうでない場合に比してよ

り多くを生産するようにしむけるとされる。そ

してそのようなインセンティヴが高い階層で享
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受される結果として、底辺近くにいる人々の状

況も、より平等な社会に比べて改善されるとい

う。これはサッチャー的保守主義の反平等政策

を正当化する上で、もっとも政治的に効果の高

いものの一つであった。私たちは、絶えず、こ

の政策に反する動きが、社会主義的平等主義の

方向では、暮らし向きのよくない人々にとって

不利なものになるということを、政権の擁護者

によって言われ続けてきた。彼らがしつこく警

告したような結果は、まさにその政権そのもの

によってもたらされたように見えるのだが。4）

　左派リベラルは、イギリスやアメリカにおけ

る巨大な不平等が、暮らし向きの悪い人々の利

益になっているという現実についての主張は否

定する。だが、彼らには、もしそれが事実であ

ればそのような不平等は正当化されるというこ

とに同意する傾向があり、また、インセンティ

ヴを考慮することによって、彼らの観点から真

に正当化される不平等については、それを擁護

するのである。これは、ロールズの著作におけ

る主要なテーマである。ロールズによれば、一

部の人々は、主として遺伝的な原因やその他の

運によって、他の人々よりも高い生産性を発揮

することができる。そしてこれらの人々が他者

よりも裕福になることは、より運に恵まれない

人々がそのことによって結果としてよりよい状

態になるのであれば、正しいことなのである5）。

　そのような政策は、ロールズが格差原理と呼

ぶものによって正当化される。格差原理は、以

下のような社会的・経済的不平等のすべてを、

そしてそれのみを支持する。それは、最低の地

位にいる者にとってよい不平等であるか、ある

いはより緩やかには、最低の地位にいる者をよ

りよい状態にするか、あるいはより悪い状態に

しない不平等である。ここにおいて、ロールズ

による定式化には一定の曖昧さがある。以下、

私は格差原理をその寛大な解釈において用い

る。そこでは、最低の地位にいる者を助けない

が、害にもならない不平等が許容される6）。

　さて、話題をローソン減税に反対する社会主

義的平等主義者へと戻そう。左派リベラルより

もさらに左に位置する以上、社会主義的平等主

義者たちもまた、功績や権原や効用による不平

等の正当化には魅力を感じない。だが彼らに

とって、ロールズ流の不平等の正当化をも退け

ることはそう容易ではない。彼らは、彼らの平

等擁護論を、彼ら自身が反省的には魅力的と思

えないような狂信的な叫びに帰することなく、

ロールズの議論を退けることができないのであ

る。

　社会主義的な平等主義者たちは、彼らが平等

を信念としていると言う。彼らが平等主義者に

数えられるのは、その前提が平等であるからだ

と想定してよいだろう。だが、この前提の構造

は、彼らを政治的にさせている思想と調和する

には、単純すぎるのである。それは「他の人々

が恵まれている時に、なぜ一部の人々は恵まれ

ない状態にいるべきなのか」というものであ

る。この問いは、「なぜ一部の人々は他の人々よ

りも恵まれるべきなのか」という、色調を欠い

た問いと同一ではない。この（後の）問いには

条件の絶対的水準についての言及が欠けている

ため、単に他の人に比べてより少なく恵まれて

いる人とは対照的な、恵まれない状態にいる人

への言及はないのである。一部の平等主義者

は、誰の人生も困難ではないような百万長者と

億万長者の世界への彼らの熱意を主張するかも

しれないが、私が想定しているような、政治的

な活動にかかわる社会主義的平等主義者たち

は、そのようなレベルでの不平等について強い

意見をもってはいないだろう。彼らが不正を見

出すのは、社会的序列の最低位に不必要な困難

が存在する一と彼らは考える一ことについてで

ある。恵まれない人々が存在し、平等主義者た

ちの信じるところでは、彼らはより平等な再配

分の下ではよりよい状態に移行できるのであ

る。このような状況の、実際上決定的に重大な

特徴は、恵まれない人々の立場が、誰もが必要

とするようなレベルよりさらに悪いレベルにあ

ることであり、したがってより平等な再配分は

彼らの生活を向上させることが可能なのであ
る。

　これらの平等主義者にとって、平等は、それ

が恵まれない人々の状況を改善するが故に望ま

しいものである。彼らは平等が、恵まれた人々

の状況を悪化させるが故に望ましいと考えてい

るのではない。そして、批判者たちが彼らに対

し、彼らが平等の名の下に社会の全員を最低の

地位あるいはそれ以下に引き下げることを歓迎

するものであると批判するならば、それに対し
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彼らは「よろしい、もしそれが必要ならば全員

の地位を引き下げよう。だが、もしも可能なの

であれば、より高い水準で平等を達成しようで

はないか」とは答えないだろう。代わりに彼ら

が行う回答は、原理的な水準において、なにが

しか回避的なものである。平等を達成するため

に、一部の者が現在よりも悪化し、そして現在

よりよくなる者は誰もいないというように条件

が変更されることが必然的であることを、彼ら

は認めないのである。彼らがより反省的であれ

ば、もし全体の水準低下が必然であるなら平等

はその魅力を失うだろうということを付け加え

るかもしれない。そのような平等が、平等主義

者のそもそもの目的の挫折によって恵まれない

人々の立場をさらに悪くする場合であれ、ある

いは恵まれない人々の立場をなんら改善せず、

他方でそれ以外の人々が無益に状況を悪化させ

られる場合であれ。彼らのそもそもの着想であ

る恵まれない人々への関心との関係で、不平等

は、それが本当に恵まれない人々の状況を改善

するために必要なのであれば必須であるし、そ

れが彼らの条件を改善しないまでも悪化させな

いものであれば、許容可能なのである。

　それ故、もしも恵まれない人々が存在する社

会において、平等主義者たちが格差原理を拒否

し、厳密な平等を主張する平等主義に固執する

ならば、彼らは自らの目的を見失い、彼らの立

場はそれ自体に照らして一貫しない、あるいは

虚偽のものになってしまう。（私が彼らに認め

る優越性と重要性を受けて、彼らは、厳密に言

えば、平等と格差原理のいずれをも原理とする

ことなく、その複合した原理を採用するべきだ

ろう。すなわち、「恵まれない人々を恵まれた状

態にせよ。もしもそれが不可能ならば、彼らを

できる限りよい状態にせよ」と。だが、「恵まれ

た」状態についての適切に厳密な解釈に立ち、

かつ世界における資源の有限性を現実的に考慮

するならば、このような複合原理の現実的な帰

結は、格差原理のそれである。）私たちは、私の

想定するような社会主義的平等主義者は「平等

主義者」と呼ばれるべきでないと結論してもよ

いかもしれない。なぜなら（私が正しいなら）彼

らの真の前提は平等ではないからである。だ

が、この結論は性急かもしれない。「平等主義」

という名前のもつ特有の意義について、私はす

ぐ後で述べることにしよう。

　私について言えば、私は格差原理をその寛大

な解釈（既述）において受け入れるものである。

だが私は、それが能力に恵まれた人々に対する

特別の金銭的インセンティヴを擁護するために

適用されることについては疑問をもつ。ロール

ジアン達は、そのようなインセンティヴによっ

て形成される不平等が格差原理を満たすと考え

ている。しかし、お馴染みのインセンティヴの

メカニズムを通じて、不平等は恵まれない立場

の人々の利益になる場合正当化されると考える

ことは、ロールジアン達が言うほど問題のない

ものではない。少なくともインセンティヴの考

え方が功績や権原を一切考慮に入れないもので

あるなら、それは共同体の初期条件とは違背す

る社会のモデルを要請するような不平等擁護論

を生成させるのである。格差原理は、能力に恵

まれた人々の態度が格差原理自体の精神に反し

ているような場合にのみ、不平等を誘発するよ

うなインセンティヴを支払うことを正当化する

ために用いられ得るのである。能力のある人々

自身が直裁に格差原理を支持しているなら、彼

らは特段のインセンティヴを必要としないはず

である。したがって、そのような人々（インセ

ンティヴがなければ働かない、能力の高い

人々）は、格差原理が彼らへのインセンティヴ

の支払いを正当化するために用いられる場合、

格差原理を支持する共同体の外部にいる者であ

ると想定されなければならない7）。

　より一般的に言って一この講義の限られた時

間を越える内容ではあるが一私はここで、格差

原理が、制限のないやり方であらゆる重大な不

平等を正当化することについての私の疑問を明

言しておきたい。格差原理は、ある不平等を除

去することが、最低の地位にいる者の利益にな

り得ない場合にのみ、そのような不平等を許容

するものである。そして、一般的に言って、格

差原理という法廷である不平等を正当化するこ

とは、リベラリストが考えているよりも難しい

ことであると、私は確信している。インセン

ティヴによる不平等から最低の地位にいる者が

利益を受けるのは、不平等を生じさせるインセ

ンティヴを撤回した場合に、恵まれた者たち

が、実際にストライキを行うというような特殊

な場合に限るのである。この不平等は、恵まれ
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た人々の非一平等主義的な態度と結果的な行動

による制限の下でのみ恵まれない人々の利益に

なるのであり、恵まれた人々はこのような制限

を除去することができるのである。また、ある

不平等は非一平等主義的な態度それ自体ではな

く、前もって存在している不平等な構造の制約

の下でも、恵まれない人々に利益を与えること

ができる。たとえば、医療が国によって供給さ

れているような場合に、医療財源の負担配分に

応じて、高額負担者に、彼らが特別に優れたケ

アを受けられるよう不平等な扱いをすること

は、歳入の一部が医療全体の基準を向上させる

ために使われるならば、恵まれない人々に利す

ると言えるだろう。不平等な医療の配分は貧し

い人々の助けになる。ただし、収入の不平等を

前提として背景に置いた場合にのみ（収入の不

平等自体もまた疑いなく、その背景となる構造

的な不平等と非一平等主義的態度を反映してい

る）。そして収入の不平等それ自体は、この議論

の中では、貧者に利益を与えるということが示

されていないのである。

　可能なあり方の構造を一時間的にあるいは因

果的に一背景に遡るほど、人間の選択によって

閉ざされた多くの可能性に出会うのであり、不

平等が恵まれない人々を害さないかどうかを見

極めることはますます困難になるのである。上

で区別された二つの事例（インセンティヴの例

と医療の格差的配分の例：訳者）を検討するこ

とによって、私は以下のように推論する。すな

わち、社会的不平等は、私たちが、格差原理を

支持する者なら無抵抗に受け入れるべきでない

ような不平等な構造や不平等を是認する態度を

所与とする時にのみ、社会の底辺にいる者の利

益になるように見えたり、彼らにとって無害な

ように見えたりするのであると8）。

　さて今や、これらのことが全て正しいのであ

れば、私たちは結局のところ一遠回りはしたが

一、私が想定していたような社会主義者たちに

「平等主義者」という名を冠することを擁護し

てよいのではないだろうか。というのは彼ら

は、自らの立場を、たった今予示されたような

方向に沿って公式化することを積極的に認める

からである。私たちは、以下のような人を平等

主義者と呼んで差し支えないであろう。すなわ

ち、格差原理を恵まれない人（より少なく恵ま

れている人ではなく）の存在する状況に適用し

た場合、その原理がそのような状況において要

請するものは、平等そのものであると確信して

いるような人物である。それは彼が、長期的に、

かつ根深い非一平等主義的態度や行動を切り離

して考えるなら、このような状況においてもっ

とも恵まれない人を害さないような不平等など

は存在しないと確信することである。平等は、

はじめには、前提であるかのようにあらわれ

る。次にそれは、平等を欲する理由が明らかに

なるにつれ、前提としては拒否される。それは

格差原理の名によって（より厳密には前ページ

で示した複合原理によって）拒否されるのであ

る。しかしそれは、今や格差原理（に類似した

原理）に基礎づけられて、現代の、私たちの世

界のために、そして近い未来のために、それは

解決として再び主張されるに至るのである。

2．

　ロールズと格差原理についてはこの講義の第

3部で戻ることにしよう。今はローソン減税

と、その撤回に対する、インセンティヴを根拠

とした反対論に焦点をしぼりたい。この反対論

は、現行（ローソン減税下）の高いレベルでの、

生産的な人々への報酬を擁護するものである。

そして私はこの反対論を、投資によってではな

く、もっぱら自らの技術と能力を発揮すること

によって多くを生産する一と思われている一

人々との関わりでのみ考えることとしたい。し

たがってこれから私が検証しようとしている議

論は、資本主義経済だけでなく、資本の私的所

有を伴わない経済一ある種の市場社会主義のよ

うな一についてもあてはまるものである。もち

ろん、投資に対する高い見返りを擁護するよう

なインセンティヴ論もまた存在するが、この講

義において私はそれを扱うつもりはない。

　インセンティヴ論の擁護者は次のように言

う。生産的な人々がささやかな収入のみを持ち

帰る場合、彼らはそうでない場合にするよりも

より少なく生産し、結果として相対的に貧困な

人々や恵まれない人々は、能力の発揮が十分な

報酬を受ける場合よりも悪い状態になる、と。

最高税率の60％への復帰に抗して、この議論は

次のように展開する。

48



G．A．コーエン（松下・越野訳）インセンティヴと不平等とコミュニティ　（1）

経済的な不平等は、それがもっとも恵まれない

人々を物質的により豊かにする場合、正当化さ

れる。（規範的大前提）

最高税率が40％の場合、（a）能力のある富者は、

最高税率が60である場合よりも多くを生産す

る。そして（b）もっとも恵まれない人々は結果と

して、物質的により豊かになる。（事実的小前

提）

したがって、最高税率は40％から60％に引き上

げられるべきではない。

　小前提の（a）の部分で主張されている状況が、

どのようにして（b）の部分で述べられている結果

を生じさせるのかという疑問は、現在の関心か

らすれば重要ではない。一つの可能性として

は、税率が下がることによって、税収が向上す

るほど富者がよく働き、再配分のためにより多

くが利用可能になる、ということが考えられ

る。別の可能性としては、富者がより多く働く

場合、彼らは他のものと同時に、恵まれない

人々にとっての（よりよい）雇用機会をも創出

する、ということもあり得る。

　私はインセンティヴ論に対して否定的なコメ

ントをするつもりだが、私のインセンティヴ論

批判は特殊な形態をとる。というのは、私はそ

のような議論に直接焦点をあてるのではなく、

そのような議論の特定の語り口の性格に焦点を

あてるからである。したがって私は、その議論

の妥当性や、その議論における諸前提の真理性

について疑問を提起したりはしない。

今述べたような特別な焦点の範囲で生じる疑問

（それらは事実生じるのであるが）のみを取り

上げることとしたい。とりわけ、この議論の事

実的小前提をめぐって生じ得る疑問について

は、私は追究することをしない。私は（a）の、能

力ある富者は彼らがより手厚い報酬を得る時に

より生産的になるだろうという主張にも、（b）の、

（a）で述べられた富者のより大きな生産力から恵

まれない人々が利益を得るという主張にも、疑

問を呈さない。私は、インセンティヴ論におけ

る小前提が偽であると示すことをねらっている

のではない。

　以下の批判は、インセンティヴと呼ばれうる

あらゆるものへの批判ではない。それはただ、

不平等を発生させ、かつそれが恵まれない人々

をよりよい状態にするという理由で正当化すべ

きだと言われているようなインセンティヴを対

象とするものである。私は、貧困の罠を除去す

るために構想されたインセンティヴや、特定の

苛酷な職業を人々が引き受けるよう誘導するた

めのインセンティヴについて、いかなる反対意

見をも提起しない。これらのインセンティヴに

とっては、それが不平等を発生させるというこ

とは本質的ではない。私の標的は、高い報酬が

与えられなければ、それが与えられる場合にそ

の報酬に誘われて働くほどには働かないような

能力ある人々に、高い見返りを与えるインセン

ティヴなのである。お馴染みの、この種のイン

センティヴを擁護するリベラルの主張は、いま

だ徹底的に考え尽くされてはいないと私は確信

している。

3．

　私は、インセンティヴ論の特定の語り口に焦

点をあてることにより、それを批判すると述べ

た。というのは、私には以下のような確信があ

るからである。インセンティヴ論は、それが通

常そうであり、そしてこの講義でもこれまでそ

うだったように、刺激が少ないように非人格的

なかたちで提示される場合、道理にかなったも

のに響くかもしれない。だが、インセンティヴ

論の主張を、能力のある富者が恵まれない人々

に向けて主張するという状況に固定してみる

と、それはそれほどいいものには聞こえないの

である。そして、インセンティヴ論がそれを間

人格的な関係に固定したときにそのような価値

の引き下げを被るという事実は、インセンティ

ヴの正当化論が暗黙のうちに勧めるような社会

の性質についての、私たちの評定にも影響を及

ぼさずにはいないだろう。

　規範的な議論はしばしば、それが誰によって

主張され、かつ／または、誰に対して主張され

るのかによって、特殊な様相を呈する。ある行

動をとったり、政策を支持したり、態度を採用

したりすることの理由が与えられる場合、その

ように行動したり、それを是認したり、そのよ

うに感じたりすることを求められた人（々）の

とる適切な対応は、そしてそのやりとりに様々

な位置からかかわる助言者たちの反応は、誰が

それを言っているのか、そして誰が聞いている
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のか、ということに依拠することができる。異

なった種類の問題においては、このような依拠

の形態や意味は、相当異なっている。しかし全

体として、ある議論の説得力が話し手一聞き手

関係に応じて相対的であるような様々な場合が

一あるものは他のものよりも興味深いようなか

たちで一存在するのであり、また、繰り返すが、

「なぜあるものがそのようであるべきなのか」

については、異なった利害の段階に応じて多く

の理由が存在するのである。

　インセンティヴ論の場合にはたらく、（それ

への反応が、誰が誰にあてて主張しているのか

に依拠する、その）依拠の形態について述べる

前に、ある議論について、それが主張される文

脈において考えることに慣れるように、2，3の一

般的な現象における例をあげてみよう。

　（a）私は、「あそこにいるドライバーが赤信号

で右折したとしても、彼はカリフォルニア以外

では交通規則が違うことを知らないのだから、

非難されるべきではない」と論ずることができ

る。だが彼はその時、まさにそのような議論を

展開することはできない。いかにそれが完全に

聞こえようとも。

　（b）あなたは余暇のために釣り竿を欲してお

り、私は次の食事にありつくためにそれを必要

としている。あなたは非常に非禁欲的で、仮に

釣りができないと、私が食べられなかった場合

よりもさらにイライラするであろうことを、私

は知っている。そこで私はあなたに竿をゆず

り、あなたの失望に対する過敏なほどの感じや

すさを、私の納得のための理由とする。同じこ

とをあなたが、あなたが竿を手に入れるべきだ

とする主張の理由にした場合、それははるかに

正当性のない理由づけになってしまう。

　（c）私は、私の同僚の中産階級の友人に対して

次のような説得をすることができるかもしれな

い。私の車が修理中で、結果的に私はこの数日

バスの中で何時間も過ごさなければならなく

なっているので、私には不機嫌になる権利があ

る、と。仮に聞き手が私の友人ではなく、車を

もっていないバスの客で、毎日そのゆっくりし

た旅に耐えることを強いられているのだとした

ら、同じ結論を、同じ根拠によって主張するこ

とが、説得力を欠いたものになる。

　（d）慈善運動の宣伝企画者が知っているよう

に、私たちがあまり多くを（慈善のために）与

えないことについて、自分に言い聞かせる一般

的な理由（「屋根のふきかえが必要だ」「休暇の

ために貯金しているのだ」「私は実際それほど

裕福なわけではない」）は、それらが、その人に

とって私たちの募金がなくなることがが困窮と

死を意味するような人に対して述べられること

を想像すると、きわめてまずいものである9）。

　（e）そしてこのようなありふれた理由づけはま

た、慈善運動に対してその人が払っている犠牲

が、（募金の）申し出から逃れようとしている話

し手よりもはるかに大きいような人に対して述

べられる時にも、説得力を欠いたものに聞こえ
る10）。

　（f）自分のことを棚に上げて人を非難するべき

ではないから、雇い人は、お定まりの裕福な脱

税者が、彼が事務費からささやかな横領をして

いることを非難するのを気に病まなくてもよ

い。

　これらの例は、人々の知識に関する（a）、道徳

上の（e，b、社会的な（c）立場の相違によって、あ

るいは鋭敏な感覚や恥の感覚（c，d，　e）、直接性（d）

によって、あるいは、寛大になることは強欲に

なるよりも魅力的であるといった理由（b）によっ

て、それぞれの議論の妥当能力が変化すること

を示している。私はここで、議論がさまざまな

間人格的な話し方に分岐することの、システマ

ティックな分類を試みるつもりはない。そのか

わりここでは、特殊利害に関するものについて

話を進めることにしよう。なぜなら、インセン

ティヴ論はそこに含まれるからである。

4．

　このようなタイプの議論においては、その主

張者が、自らの選択によって、一つのあるいは

複数の議論の前提を真たらしめているような個

人あるいは集団のなかの一人である場合、議論

の様相が変わってくる。同じ議論の他の主張者

とは異なり、その議論の前提を真たらしめてい

る個人は、それが真であるという事実の正当化

を求められ得る11）。そして時としてこのような

人物は、満足な正当化を提供することができな

いのである。
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　このような構造のドラマチックな例として、

誘拐犯に身代金を払った場合にのみ子どもが解

放されるという場合に、身代金を払うべきだと

いう議論について考えてみよう。払わないとす

る理由は様々にあり得るだろう。それらの一部

はより長期的な帰結に関するものである。たと

えば、誘拐が増加するのではないか、といった

ものである。また、身代金の支払いはその帰結

によってだけでなく、本質によっても、誤って

いると考えられ得る。つまり、支払いは非道徳

的な脅迫を許容するものである。そうであるに

もかかわらず、賭けられているものがあまりに

も大きいため、誘拐犯に身代金を払うことがし

ばしば正当化されるのは周知の通りである。そ

して、特定の誘拐犯に身代金を払うことを支持

する議論は、一その制限を撤廃し、すぐ前に述

べた反対論を中立化する必要があるが一以下の

ような形態をとるかもしれない。

　子どもは両親とともにいるべきである。

　身代金を支払わない限り、誘拐犯は子どもを

両親のもとへ返さないだろう。

　したがって、両親は誘拐犯に身代金を支払う

べきである。

　さて、この議論のこの形態は完全に第三者的

なものである。この形態においては、（議論に関

係のある何者かをおそらく除いて）何者が何者

に対してであれ、議論を提示することができ

る。だが、今度は誘拐犯自身がこの議論を、た

とえば、子どもの両親に対して提示する場合を

想像してみよう。（ここで重要なのは、両親が聞

き手であることよりも、誘拐犯が話し手である

ことである。聞き手が誰であるかの状況は、以

下の11節〔本講義第2部「インセンティヴ論を

テストする」の後半：訳者〕において重要とな

る。）以下の議論は、明白な討議上の同一性の基

準により一すなわち、大前提は全く同じ原理を

述べており、小前提は同一の事実的主張を述べ

ている一、上述の議論と同一のものである。

子どもは両親とともにいるべきである。

身代金を支払わない限り、私はあなた方の子

どもを返さないだろう。

　したがって、あなたは私に身代金を払うべき

である。

　さて今や、その前提が真であると仮定でき、

推論が正当なものであるにもかかわらず、そし

て同じ議論を非一間人格的な形態で述べること

は、ほとんどの場合12）、罪のないことであるに

もかかわらず、先述Lた間人格的状況において

このような論を述べる者は、それが誰であれ信

用されないのである。そしてもちろん、例示し

た間人格的事例において、この議論の主張者が

なぜ不信を受けるのかは明白である。彼が論拠

とする事実、身代金を払った場合にのみ子ども

が戻ってくるという事実は、彼が故意に引き起

こしているものなのである。彼がそれを真たら

しめているのであり、そしてそれを真たらしめ

ることは道徳的に不当である。

　誘拐犯はこの論を提示する時敬慶なふりをす

るかもしれないが、私たちが彼が非難に値する

と確信するためには、その発言を吟味する必要

すらほとんどない。これらのいかなる反省から

も独立に、私たちは誘拐犯のやり方が誤ってい

ることに十分に気づく。そして私たちは、彼の

このような議論の率直な公言によって特に憤慨

する必要はないのである。言ってみれば、特定

の段階において誘拐犯がこの議論を提示するこ

とは、両親に対するサービスでもあろう。とい

うのは、彼がこの議論の小前提を発言すること

で、どうしたら子どもを取り戻すことができる

のかを両親に思い描かせることになるであろう

から。仮想の、分裂ぎみの誘拐犯が突如「おお

神よ、俺は子どもの両親に伝えるのを忘れてい

た1」と考え、両親のために、そして子どもの

ために、そのような考えの道筋にそって、いく

ばくかの配慮をする、といったことすら想像す

ることができる。

　誘拐犯に関して（主に）悪いのは、彼がその

ような議論を主張することではなく、彼がその

小前提を真たらしめていることである。そうで

はあるが、彼がその前提を真たらしめているの

だから、彼はその議論を発言することについて

も非難されるべきである。いくつかの場合に誘

拐犯がこの議論を展開せずにもっと不道徳なこ

とをするという事実は、全ての場合に誘拐犯は

この声明をすることによって彼が非道なもので

あることを明らかにするという主張を論破する
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ものではない。

　誘拐犯の議論では、二つの関係者のグループ

が登場する。誘拐犯と両親である。彼らはいず

れも、身代金支払支持論のはじめの提示では三

人称で言及されており、改訂された提示ではそ

れぞれ一人称と二人称で言及される。人々の特

定のグループ（AとB）に言及する任意の議論

を考えてみよう。このような議論が提示される

方法には多くのものがある。それはAの、ある

いはBのメンバーから、あるいはどちらのメン

バーでもない者から、両グループのメンバー

へ、あるいはいずれのメンバーでもない者へ、

語られ得る。そしてこれらのことは全てインセ

ンティヴ論にもあてはまる。そこには一方に能

力に恵まれた富者のグループがあり、他方に恵

まれない人々のグループがある。私はインセン

ティヴ論を取り扱う際、主要には、能力のある

富者がそれを主張するケースに興味がある。聞

き手は時に誰であってもよく、時に貧者である

ことが問題になる。そしてある段階で、逆の

ケースについても考えてみたい。貧者が、イン

センティヴ論を能力のある富者に対して主張す

るような場合である。

　欲する金額を手にするためにかたにとるのが

人質であるか、労働力であるかに大きな相違点

があるにも関わらず、誘拐犯の議論とインセン

ティヴ論は、どこか共通したところがある。だ

が、誘拐犯の議論とインセンティヴ論の類似と

対照をより詳細に見る前に、なぜこの講義のタ

イトルに「コミュニティ」という言葉があるの

かについて、説明したい。

5．

　通常の使い方では、「コミュニティ」という言

葉は、多数の条件を含むものである。私は、包

括的正当化という概念との関係で、特別の条件

を導入したい。

　ほとんどの政策論議は、その政策が実行され

た場合および実行されなかった場合に、人々が

どのように行動するかについての前提を含んで

いる。住宅政策、保健政策、教育政策、そして

経済政策は典型的に、入れ替わる参与者の妥当

な一群によって稼働し、その正当化は通常、こ

れらの参与者が状況に直面した場合、そのよう

な行動を選択することが期待される、というも

のである。

　それでは、ある政策Pと、それを正当化する

とされる議論について考えてみよう。この議論

の前提の一つは、住民の部分集合であるSが、P

が実行された場合、ある特定の様式に従って行

動するであろうと主張するものである。ここで

予測された、Sのメンバーがとるとされる行動

そのものが正当であるかどうかを問う時、私た

ちはPの正当化論の「包括的評定」とでも呼ぶ

べきことに携わっているのである。そしてPの

包括的正当化は、その行動がまさに正当化され

た場合にのみ、達成されるのである13）。

　「彼らはBの行動をとるであろうから、私た

ちはAを行う」という主張は、私たちがAを行

うことを正当化するかもしれない。だが、彼ら

がBを行うということを正当化していないので

あれば、包括的に正当化されたとは言えない。

「彼らがBを行うことは正当化されるのか」とい

う問いを無関係として放置するのであれば、私

たちがAを行うことの包括的正当化は提供され

ていないのである。したがって、私たちがイン

センティヴ論を、その小前提が記しているよう

な能力ある富者の行動の正当化について何の問

題もないかのように扱うことを期待されている

限り、私たちが提示されるものはインセンティ

ヴ政策の正当化ではあるかもしれないが、包括

的正当化ではないのである。

　さて、ある政策の包括的正当化は、私が「イ

ンターパーソナル・テスト」と呼ぶものに合格

する場合にのみ、なされたと言える。これは、あ

る政策が主張される場合、誰が話すのか、かつ

／あるいは、聞き手は誰なのか、という観点で

それを多様に検討することにより、その確かさ

をテストするものである。それは、ある議論が

社会の中の誰によって主張され、誰に対して主

張されても、問題の政策を正当化することがで

きるかどうかを問う。このテストを実行するた

めには、仮想的に、その議論を特定の個人から、

あるいはより一般的には特定のグループのメン

バーから、他の個人あるいは他のグループのメ

ンバーに、あるいは、場合によっては、同じグ

ループに対して主張されたものと考えてみれば

よい。もし、誰が、かつ／あるいは、誰に対し

て主張しているのかによって、その議論がその

政策の正当化として機能しなくなるのならば、
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他の対話的状況において合格しているかどうか

にかかわらず、その議論は（それきりで）その

政策の包括的正当化を提供することに失敗して

いるのである。

　このテストにかけた場合に諸議論が起こす正

当化の失敗の特殊なあり方は、そして、この講

義で以後明らかになる、テストで失敗する唯一

の形態は、主張者が、それ以外の人物が一かつ

／あるいは一それ以外の人物に対して議論を提

示する場合には生じないような、正当化の要求

を満たすことができないということである。す

なわち、私がこれから示そうと試みていること

を先取りするならば、インセンティヴ論は能力

ある富者によって主張される場合、不平等の正

当化としては機能しない、ということである。

なぜなら彼らは、彼らがその議論を提示する時

に生じる自然な問い、言ってみれば、「なぜあな

たは所得税率が60％に引き戻された場合、より

働かなくなるのか」といった問いに、正当に答

えることができないからである。この問いを提

示するのが誰であろうと、富者たちがそれに答

えるのは難しいだろう。だが私は、この問いか

けの主体が恵まれない人々であるような場合に

しばしば焦点をあてるだろう。なぜなら、その

ような状況において、この質問およびこれに対

し富者が抱える困難は、さらなる解明へと続く

さらなる対話的発展を導くかもしれないからで

ある。

　人々のグループに関する政策の正当化が提示

される時、通常は、そのグループやそのメン

バーについてもっぱら第三者的に言及するので

あるが、そのような場合、なぜ多様な人々がそ

のように行動するものとされているのかと問う

ことの適切性は、常に明らかではない。私たち

が、その政策に関係する人々自身が議論を展開

しているところを描いてみると、それは明らか

になる。場合によっては、聞き手が戦略的に選

ばれた人であるとするといっそう明らかにな

る。間人格的な提示のテストは、政策の正当化

がその特性上、人間である参与者にとって外部

的でない状況に依存しているということを明ら

かにするのである。

　さて、コミュニティについてである。私はは

じめに、コミュニティには多様な意味があり得

るということを示唆しておいた。今や当面の関

心との関係でどのような種類のコミュニティが

問題であるのかを特定すべきだろう。だが、は

じめて、「コミュニティ」という言葉の意味をめ

ぐって2，3述べておきたい。

　「フレンドシップ」という言葉と同じく、「コ

ミュニティ」という言葉は、可算名詞としても、

質量名詞としても機能する。それがさまざまに

結合され接続された人々の集合を指す時には可
　　　　　　　　　　　　コミュニティ
算名詞であり（ヨーロッパ共同体、ロンドンの
　　　　　コミュニティ　　　　　　　　コミュニティ
イタリア人共同体、私たちの共同体）、ある特定
　　　　　　　　　　　　　　コミュニティ
の社会にどの程度の（how　much）共同性がある

かについて語る時は質量名詞である。たとえば
　　　　　コミュニティ
ある行動が共同性を増進させるとか減退させ
　　　　　　　　　　　コミュニティ
る、あるいはある態度が共同性を讃えるもので

あるとか侵犯するものである、といったよう

に。

　コミュニテif　　　　　コミaニティ

　共同体とは、共同性によって結ばれた人々の

集合を指す、と言いうるかもしれない。これが

「コミュニティ」の可算名詞と質量名詞の意味

の結合の仕方である。「コミュニティ」はこの意

味で「フレンドシップ」に似ている。フレンド
　　　　　　フレンドシソプ
シップとは、友情を含んだ関係である（以
下、friendshipを場合により「友人関係」（count

noun）「友情」（mass　nounλと訳し分ける：訳者）。友
　　　　　　　　フレントンソブ
人たちは、彼らの友人関係をそれによって破棄
　　　　　　　フレンドシソプ
することなく、友情と相反することをした

り、感じたりすることができることに注意せ
　　フレンドシソプ　　　　　　　　　　　　　　　　フレンドシソブ

よ。友人関係を中断することなく、友人関係に
　　　フレンドシソプ

おいて友情が衰退することがあり得るので
　　　　　　　　　　　　　フレンドシップ
ある。だが、（継続的には）友人関係の中に
フレンドシソブ

友情がまったくないということはあり得な

い。そしてこれらのことはすべてコミュニティ

にも当てはまる（同様に「共同体」（CQuqO、「共
　　　　　　　　　　　　　　　コミユ－アイ
同性／共通性」（mass）と訳す）。ある共同体にお
　　コミュニティ

いて共同性が侵犯されるとか衰退するというこ
　　　　　　　　　　　コミュニティ
とは起こり得る。だが、共同性のまったくない
コミュニティ

共同体はあり得ない。

　形式においてだけでなく、内容においても

「フレンドシップ」と類似している、形容詞的に

制限されていない意味の「コミュニティ」につ

いて付け加えるなら、他のものがそうでないの
　　　　　　　　　　　コミュニティ
に、一部の特殊な性格の共同性は、今述べたと
　　　　　　　　　　コミユニテイ
おりの意味において、共同体に寄与する。そし
　　コミュニティ　　　　　　　　　　　コミュニティ

て、共同性のタイプが、共同体のタイプを区別
　　　　　　コミnニティ　　 コミnニティ

する。言語の共同性・共通性が言語共同体それ
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　　　　　　　　　　コミュニティ　　　　　　コミュニティ
自体を構成し、国家的共同性が国家共同体を設
　　　　　　　　　　　　　コミユニテイ
立する。切手に対する興味の共通性は、切手蒐

集家のコミュニティを結びつける。

　ここで私の講義に関係のあるコミュニティの

形態は、私はそれを正当化の共同性と呼ぼうと

思うが、正当化する共同体に存在する共同性で

ある。そして正当化の共同性は、混合的な概念

ではあるが、直接に共同体に寄与する。その共

同体とは、すぐ前に描かれたような（形容詞的

に制限されていない）意味での共同体である。

正当化する共同体とは、その構成員の間で、包

括的正当化の規範（それが常に満たされる必要

はない）が共有されているような人々の集合で

ある。ある政策が施行された場合、特定の人々

がそのように行動するであろうと仮定されるそ

の行動が、その政策の正当化の一部になってい

る場合、その関係する行動を正当化せよと求め

ることは適切であると考えられる。そしてその

行動が正当化されないならば、その政策は、正

当化する共同体によって否定されるのである。

それはまた、ある政策を支持する議論が、それ

に関わる人々との関係で正当化する共同体の要

請を満たすことができるのは、それがインター

パーソナル・テストに合格する場合のみである

ことをも帰結する。そして、ある政策を支持す

る全ての議論がこの試行に合格しないのであれ

ば、その政策自体が、正当化の共同性を欠いて

いることが明らかになる。その政策を擁護する

ために他にどんなことが言われようとも。

　さて、ある議論が一部の人々に想定している

行動をそれらの人々が正当化できないのであれ

ば、その議論はインターパーソナル・テストに

合格できず、したがって共同体と対立する。で

は、彼らが実際に彼らの立場を正当化すること

を求められた時に、なんらかの理由によって、

それを拒否したらどうであろうか。この場合、

問題の議論は必然的に試行に失敗するとは言え

ない。というのは、彼らは彼らの立場を正当化

できるのかもしれないからである。だが、もし

彼らが正当化を拒む理由が、彼らは正当化を要

請する者たちに対して責任を負っていると考え

ないというものや、彼らは正当化を提供する必

要があると考えないというものであるなら、彼

らは、問題となっている政策の範囲について

は、残りの私たちと共同体を形成することを拒

むものである。彼らは私たちに対して、私たち

を攻撃することが予測される一あるいはより友

好的だとしても、彼らの行為を理解するのに私

たちが段階を踏んだ方がいいような、そして正

当化のための対話をかわすことを期待すべきで

ないような一火星人を扱うように彼らを扱うこ

とを求めているのである。

　インターパーソナル・テストを採用し、それ

に合格しないものを共同性を欠くものと見なす

ことは、特定の人々の集団が、今述べているよ

うな意味での共同性を構成するものであること

を前提するものではない。一部の人々は、社会

において富者と貧者の間に共同性があると見な

すべき理由は何もないと考えるかもしれない。

それゆえ彼らは、インターパーソナル・テスト

における失敗をあまり面白くないものと見なす

か、あるいは面白いとしても、共同性との矛盾

によって面白いと見なすのではないだろう。ほ

かの一部の人々はこれとは逆に、共同性は全て

の人類の間で保持されるべきものであると考え

るかもしれない。それゆえ、腹蔵のない「我一

汝」関係を通過しないならば、南北の対話にお

いて豊かな国々が提唱する政策の議論は、共同

性と矛盾すると考えるかもしれない14）。イン

ターパーソナル・テストによってもたらされる

論旨は以下のようなものである。すなわち、あ

る政策の正当化がこの試行に失敗するとした

ら、その正当化を提示した者は誰であれ、結果

的に、その正当化論がある程度まで相互に共同

性をもたないものとして言及した人々を代表す

るものである。彼らが相互に共同性をもつべき

であるかどうかというのは、また別の問題であ

る。それは、ここでは言及されていない、共同

体の適切な境界は何であるのかについての定義

にかかっている。私自身の（ここでは擁護され

ていない）観点では、前者の意味の共同体でな

ければ、社会の民主的な性格が損なわれると思

う。なぜなら、他者に対して正当化できない何

事かを一部の者が行うことができるかという観

点で政策をつくるのでなければ、私たちは政策

を共につくるとは言えないからである。

　近代社会に共同体としてあることを期待する

のは非現実的であるということがしばしば言わ

れる。そして、巨大で異質性を含んだ政治社会

において、任意の市民の組み合わせの間に、常
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に暖かい協調の関係が傾向的に存在するという

ことは、疑いなく、想像もできないことである。

だが、ここでいう共同体は、うっとうしい、巨

大なゲマインシャフト的関係などではない。そ

うではなく、インセンティヴの正当化に対する

私の主張は、ロールズの言葉を借りて言えば、

それ（インセンティヴの正当化）は「その下で

市民たちが相互に彼らの共通の制度を正当化で

きるような公共的基盤」を提供しないというこ

とであり、その正当化はしたがって、ロールズ

が「市民的友情の絆」と呼ぶものと共存し得な

い、ということである15）。

　さて、上であげた諸概念の組み合わせについ

て、いくつかの例を提示しておこう。

　ウィルソン政権下で、「チューリッヒの小鬼

たち」と呼ばれた国際的な銀行家たち一彼らは

さまざまな政府決定に対抗的だと言われた一に

論及することにより、いくつかの経済政策が正

当化された。経済政策が彼らを懐柔しなければ

ならなかったのは、彼らが外国人だったからで

ある。そして、彼らは違うように行動するべき

だと考えられたかもしれないが、それでもな

お、イギリス政府が彼らにある行動を命令する

ことが適切だとは考えられなかった。だが、そ

のような命令は、私たち自身の共同体に属する

と見なされている人々の場合には、確かに、適

切だっただろう。それとも、私たち自身の共同

体の成員もまた、共同体の政策によって懐柔さ

れる必要があるのだろうか。もしそうなら、彼

らの要望は満たされるだろうが、それはまた別

の問題である。

　一部の読者にとってはより身近な例をあげよ

う。イギリスの学者に対する給与は、彼らが外

国で支払われるより高い給与の誘惑に負けない

ように、引き上げられるべきだという政策論で

ある。私たちは、学者たちは現在の給与の水準

のせいで国外へ出てしまう傾向があると仮定す

ることができる。そうであるにもかかわらず、

彼らが共同体の成員であり、国の福祉に影響す

るような決定の正当化を共同体の残りの他者に

負っていると見なされるのならば、彼らが国外

へ出るべきかどうかという問題は、この政策論

議に直接関係のあるものなのである。そして、

上述の政策論を主張して国外へ去りたがる多く

のイギリスの学者たちは、この問題を避けるた

めに、この政策論の小前提を第三者的に表現す

るのである。彼らは「私たちは外国へ行くだろ

う」と言わずに、「学者たちは外国へ行くだろ

う」と言う。

　相互に共同体の成員であることと、正当化の

要求に対して開かれている（応える責務があ

る）こととの間の関係は、次のような例におい

てより明確にあらわれてくる。モスクワの将軍

たちは、リトアニアの独立運動の指導者たちに

むけて次のように言うであろう。「流血の惨事

は避けるべきだ。もし君たちが独立の要求に固

執するなら、われわれは軍事介入を行うだろ

う。そうすれば流血の惨事が結果的に起こる。

だから君たちは独立の要求を放棄するべきだ。」

するとリトアニアの指導者たちは、将軍たちに

対し、彼らの条件によっては軍事介入をすると

いう意思を正当化することを求めるかもしれな

い。もし将軍たちがこの問いを破棄するなら

ば、彼らはリトアニア人との間の正当化する共

同体（性）を明らかに否認しているのである。

　リトアニアのリーダーたちは同型の議論を提

示するかもしれない。「流血の惨事は避けるべ

きだ。仮にあなたがたが軍事介入をしたとして

も、我々は独立への要求に固執する。結果的に

流血の惨事が起こるだろう。したがってあなた

がたは軍事介入の計画を破棄するべきだ。」そ

してリトアニア人たちもまた、彼らの将軍たち

に対する意思を正当化する義務を感じないかも

しれない。だがもしもそうではなく、双方がこ

のような義務のもとで行為するとすれば、彼ら

は正当化の交換関係に入るのであり、そこでは

双方が、相手の小前提が一事実であろうとなか

ろうと一不正（不誠実）であることを示そうと

試みるのである。

6．

　インタ・一一・・パ・一・・ソナル・テストは、ある議論の

提示のされ方に焦点をあてる。だが、それがそ

の提示のされ方の試験を通して吟味するもの

は、議論そのものである。もしも富者がインセ

ンティヴ論を提示する時に共同性の欠如が明ら

かになるならば、インセンティヴ論それ自体が

（誰がそれを支持するかに関わらず）、富者と貧

者の関係を、共同性と矛盾するものとして表現

することになるのである。そして、もし私が正
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しければ、インセンティヴ論が不平等を正当化

できるのは、間人格的な関係が、ここまでで明

らかにしてきたような意味での共同的性格を欠

いているような社会においてのみであるという

ことが帰結する。

　時として、インターパーソナル・テストは、た

とえば誘拐犯の場合のように、すでに明らかな

ことを証明するための迂遠な方法である（誘拐

犯のケースでは、誘拐犯と両親の間に明白な共

同性の欠如があるということが証明される）。

だが他の場合には、その試行は解明的なもので

ある。そしてインセンティヴ論がそのような場

合の一つであると、私は確信している。インセ

ンティヴ論は通常、完全に第三者的なことばで

提示され、その関係で、そこで言及されている

富者の態度や選択について、何の疑問もないか

のように提示される。それとは対照的に、能力

ある富者自身が同論を主張することを想像して

みるならば、平等と義務（責務）に関する背景

的な問題が明らかに視野に入ってきて、そして

一もし私が正しければ一富者は、彼らの経済的

生活の局面において、貧者との共同性を欠いて

いるということが明らかになるのである。選ば

れた我一汝関係にそれを投げ入れてみること

で、私たちはインセンティヴ論の性格をより深

く理解することになる。

　さて、重要な留保を一つつけ加えておこう。

私は、インセンティヴ論がそのままの形で恵ま

れた人々によって提唱される場合、それは共同

体（性）と矛盾したものであることが明らかに

なると述べる。「そのままの形で」というのは、

もしインセンティヴ論が、功績に対する要求

と、かつ／あるいは、ノージック的な、自由な

市場で個人の労働が支配している見返りへの権

原の議論と、組み合わせてあらわれるならば、

インセンティヴ論に対抗する現在の論拠は失効

するからである。私自身は、インセンティヴに

よる不平等のこの種の複合的な正当化を受容す

るものではないが、ここでは私は、それらがイ

ンターパーソナル・テストに失敗すると主張す

るつもりはない。私がここでターゲットにする

のは、飾られていない、あるいは裸の、インセ

ンティヴの正当化なのである。インセンティヴ

の正当化論はしばしば裸のままで、しかもそう

であることを存分に強調して、用いられる。そ

れがそのように強調されるのは、その主張者

が、功績や権原についての論争的な道徳上の前

提を用いないことが、インセンティヴの正当化

の有利な特長であると言う場合である。（ロー

ルズは不平等を正当化する際に功績や権原をも

ちだすことを拒否しているので、ロールズ派に

よるインセンティヴの是認は、私のいう「裸の」

形態をとるということに注意せよ。）

　私の主張の理路は次のようになる。能力ある

富者は、（裸の）インセンティヴ論の小前提が真

であるという事実を正当化できない。かれらが

その小前提が真であることを正当化できないの

であれば、彼らは不平等の正当化としてその議

論を用いることができなくなる。彼らがそれを

不平等の正当化として用いることができないの

であれば、それは共同体の内部で正当化として

用いられることはできない。それが共同体の内

部で正当化として用いられることができないの

であれば、それを用いる者は誰であれ（結果的

に）、彼がそれを行う限りで、共同性と矛盾する

社会を代表していることになる。

注

1）厳密に言えば、最高税率は50パーセントに引き上

　げられるのだが、国民保険料の上限が撤廃される

　ため、これら両者の結果は、所得税が59パーセン

　トに引き上げられ、保険料が据え置かれるのと同

　じことである。

2）　より正確には、彼らはこれらの諸原理を適切な原

　理的レベルで拒否している。左派リベラルは、功績

　や権原が、貢献や補償といった、これらの観念に

　よって基礎づけられていない図式により見返りを

　正当化するための（派生的な）原理であることに気

　づいているのだから、この限定は必然的なもので

　ある。（Rawls，　John　”A　Theory　of　Justice”　PP．103，310－

　15（矢島訳：ロールズ『正義論』pp．78，237－241）お

　よびScanlon，　Thomas　”The　Significance　of　Choice，”in

　The　Tanner　Lectures　on　Human　Values，　VoL　8，

　pp．188，203参照。功績や権原に関する同様の論調で

　最近のものとしては、Rawls，　John，　Justice　as

　Fairness：A　Briefer　Restatement，　pp．54，　sec．2，　and　57

　n．34を参照。筆者はこの後の部分で示されている

　原理を理解できない。）

3）この原理の拡張的な使用例として、Hayek，　F．　A．

　The　Constitution　of　Liberty　chap．3，　and　esp．　pp．44－49．

　（ハイエク『ハイエク全集　第5巻　自由の価値

　一自由の条件1－』第3章、特に、pp．67－76）。
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4）このような非難への強力な援護は、Andrews，　Kay／

　Javobs，　John　Punishing　the　Poor：Poverty　under　Thatcher

　（『貧困への罰：サッチャー政権下の貧困』：未邦訳）

　から得られる。

5）A　Theory　of　Justice，　pp．15，102，151，179，546；（『正

　義論』pp．11－12，78，116，135，427）およびJustice　as　Fair－

　neSS　PP．57，89．参照。

6）格差原理の定式化は二つの点で曖昧さを提示して

　いる。上述した、低位にいる者を「害さない」不平

　等と「助ける」不平等との問の曖昧さが一つ、そし

　てさらに、「命ぜられる」不平等と「許容される」不

　平等との間の曖昧さが一つである。これらの区別

　は以下のようなマトリックスを生成させる。

助ける

不平等

害さない

　不平等

命ぜられる 許容される

1 2

3 4

　「命ぜられる」ものは「許容され」、「助ける」もの

　は「害さない」のは当然であるから、格差原理の可

　能な解釈の内には、上図の矢印で示されたような

　連関が存在する。そしてどのような不平等が命ぜ

　られ、あるいは許容されるかについては、論理的に

　五つの可能な立場がある。即ち、全てが命ぜられる

　（1，2，3，4）、「助ける」ものが命ぜられ、他は禁じら

　れる（1，2）、命ぜられるものはなく、「助ける」も

　ののみが許容される（2）、命ぜられるものはなく、

　全ての「害さない」ものが許容されるく2，4）、「助

　ける」ものは命ぜられ、「害さない」ものは許容さ

　れる（1，2，4）、の五つである。これらの五つに対し

　てはいずれも論理的な意味づけが可能であり、私

　の確信するところでは、様々なロールジアンのテ

　キストの文字や精神に、これらの全ての痕跡を見

　てとることができる。（ただし、上でも述べたよう

　に、私は格差原理を、全ての「害さない」不平等を

　許容するものとして解釈する。私のロールズに対

　する批判は、彼が上のどの解釈をとろうと成立す

　るものである。それは、彼がただ「助ける」不平等

　を許容し、「害する」ものを禁ずるということにの

　み依拠しており、この立場は上の五つの解釈のい

　ずれにおいても構成要素となっているのである。

7）私は左派リベラルに対して、彼らが支持するような

　不平等を共同体は許容できないとする考えを強調

　するが、そのことによって、市場以前の社会におい

　て巨大な不平等が共同体と共存していたことを否

　認する必要は生じない。というのは、もしそれが事

　実だとしても、その共存は大衆的な一より具体的

　には恵まれない人々による一「運命」というイデオ

　ロギーや、左派リベラルが黙認しないような地位

　の受容によって、可能だっただろうからである。リ

　ベラルが誤りであると見なすような物事を人々が

　信じているような場合に共同体が不平等と併存で

　きるという事態は、近代の意識を抱いた社会にお

　いてそれらが併存できるということを示すもので

　はない。

8）私たちは以下のようにも言うことができる。不平等

　は、私たちが一上述のように因果的ではなく一道

　徳的な強制を論議抜きに当然と見なす場合にも、

　恵まれない人々の状況を改善するために必要とな

　る、と。そのような場合、たとえばインセンティヴ

　は、左派リベラルが拒否するような功績や権原の

　要素が合理的論拠として固定されるならば、恵ま

　れない人々の状況を向上させるために必要である。

9）”How　do　you　tell　a　person　dying　of　hunger　that　there’s

　nothing　you　can　do？1’（Action　Aid　leaflet，1990）．

10）戦時債権の購入増進を目的として1943年に作られ

　た広告のなかで、この特定の関係性が（とりわけ）

　利用されている。1944年3月にこの広告は、戦争

　効果に対するその貢献により賞を受けた。

　その広告の上三分の一は、捕虜になったアメリカ兵

　が寒々とした独房にいる絵を載せている。その絵

　の下に、次のような文章がある。

　今夜、捕虜に手紙を書いていただけませんか？

　ひょっとしたら彼はジミー・ドゥーリトルの息子た

　ちの一人かもしれません。おそらく彼は、バターン

　陥落の時に取り残されたのでしょう。いずれにし

　ろ、彼はアメリカ人であり、長い長い間一通の手紙

　も受け取っていないのです。

　そして、あなたが手紙を書くために座ったら、この

　前の給料日に、あなたがあなたの分の戦時債券を

　買わなかった理由を彼に教えてやって下さい。

　「親愛なるジョー」、あなたは書くかも知れません。

　「古いコートがすっかりみすぼらしくなってしまっ

　たんだ。だから私は…」

　だめです、消して下さい。ジョーはコートのことに

　ついて理解してくれないでしょう。彼はじめじめ

　した日本の収容所で震えているのです。

　もう一度やってみましょう。「親愛なるジョー、私

　はとても忙しく働いて、もう1年以上も休暇を

　とってないんだ。だから…」

　だめだめ、それも消した方がいいでしょう。ジョー・

　のいる場所では、そもそも休暇なんてあり得ない

　のです。

　さあ、何をためらっているんですか。ジョーに手紙

　を書きましょう。何とか、書いてみて下さい。

　でも、ミスター、もしあなたが、どういうわけかそ

　の手紙を書ききることができないのなら、せめて

　ジョーのために次のことをしてやって下さい。あ
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なたが戦時債券に使っているお金の額を増やして、

たった今から、あなたの分を買い続けて下さいま

せんか？（1945　Brhannica　Book　of　the　Year，　p．22）

この広告の形態と、それがもつ動機づけの力の源

（実際それが動機づけをしたのであれば、それが得

た賞に値することになろう）について一言。この広

告は、もちろん、一人の人に向けられたものではな

く、人々の大きな層に対して一広告が描いてみせ

た市民と同様の物質的生活条件と個人的心情をも

つ全ての人々に対して一向けられたものである。

だがその広告はあたかも一人の人に話しかけるか

のように語り、その一人の人をして、一群の捕虜の

中の特定の一人の方を向かせるのである。この広

告の中身は、このような市民は、このような捕虜に

対して、ある種の負い目を負っているということ

を含意している。だがこの広告は、二つのグループ

（市民と捕虜）一人の個人を選び出し、彼らの出会

いを描いてみせることによって、多くの人から忘

れられているこのような負い目を示唆するのであ

る。それ以上に、この広告の指示する人間が、市民

一般が私たちのすりきれたコートや、古くなった

小屋や、休暇がないことなどについて、想像上の捕

虜の集団に対して話すというように複数化された

としても、広告の目的とその説得力はほとんど何

も犠牲にしないということに注意せよ。（インセン

ティヴの正当化を、一人の富者が、あるいは全ての

富者が一緒になって、全ての貧しい人々に対して、

複数一人称で主張するものとして比較してみよ。）

広告の制作者たちは、市民達が債券を買わないこと

の彼ら自身への理由づけをジョーに対して語る場

面を描いて見せることによって、その不十分さを

提示できると考えた。そして、市民たちがそのよう

な理由によって債券を買わないことを決めること

が、自分自身に対してのみ向き合い、同時にジョー

とも向き合う必要がないなら、より容易になると

いう点で彼らは正しかったのである。

この広告の読者を動かす力は、上にあげた例のc，d，

eにあらわれている要素を混ぜ合わせた多様なもの

である。広告はある市民とジョーとの間の直接的

な関係を描いてみせるが、このような直接性は、あ

る議論を間人格的な形態で提示することの一つの

レトリカルな効果である。そして、そのような直接

性を確保した上で、ここには2，3の区別すべき要

素があり、それらが混ぜあわさって広告全体が依

拠している強力な混合物が形成されるのである。

一つは、ジョーと私は同一の共同体のメンバーで

あり、ジョーは苦難に遭っているということ。一つ

は、ジョーと私は、少なくとも私や家族の生活の質

がその成否にかかっているような、巨大かつ重要

な事業（＝戦争）の共同参与者であるということ。

一つは、ジョ・一・一が道徳上の英雄であること一その
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　事業のために彼が与えたものを、私が与えること

　に抵抗したささやかなものと比較して見よ一。こ

　れらの反省が結合して、私はジョーに対して責任

　を感じるようにさせられる。広告は、一人の個人に

　とって、より多くの債券を買うより前に新しい

　コートを選ぶことはもっともなことだと認める。

　だがしかし、すり切れたコートを着るという負担

　は、ジョーが背負っている負担と比較するならば、

　それを正当化するだけの重みをもはやもたない。

　そして、市民がジョーに対して、彼のすり切れた

　コートを、債券を買わない妥当な理由として告げ

　るときに感じるであろう恥の感覚を明白にするこ

　とを、広告は含意しているのである。

　最後に、上述した、この広告の威力の源泉の一つで

　ある直接性の役割について一言コメントしておこ

　う。直接性は、直接に表現されたものが、目的の個

　人（あるいはグループ）ではない場合にも説得力に

　寄与することができる。私たちは動物に話しかけ

　はしないが、特定の実験に動物を使用することを

　正当化する議論を、それらの実験が実際に行われ

　ている研究室内で行うことは難しいのではないだ

　ろうか。私たちはまた、木に話しかけるわけでもな

　いが、荘厳な森林の中に立つとき、ニューヨーク・

　タイムズ紙の日曜版の大きさを正当化することは

　より困難かもしれない。つまり、ある議論を展開す

　る時にある個人に正対しなければならないとすれ

　ば、それは直接性を伴う特殊な場合なのであり、一

　般的な形態でなされる議論の展開の一部分ではな

　いのである。そして、件の広告の説得力にとって、

　広告が提示される状況（が決定的であるのとは）対

　照的に、捕虜が表現されていることには、おそらく

　決定的な重要性はない。

11）それが真であるという主張（の正当性）とは対照

　的に。これは、その議論の主張者全員が正当化を求

　められ得るものである。

12）私は注意深くこのように表現する。なぜなら、誘

　拐者自身が論述の非人格的な形態を利用し、彼自

　身を「彼」と表現する例（そのような例が許される

　なら）以外にも、ある人物が、（例えば、彼によれ

　ば）反対論に全く注意を払っていない場合、かつ／

　あるいは、誘拐者の脅迫になんら無法性を感じて

　いないような場合、かつ／あるいは人間関係を非

　人格的な力の相互作用と見ているような場合など

　が考えられるからである。

13）付け加えるならば、これと矛盾することなく、犯

　罪発生率を低下させるための刑事政策は包括的正

　当化を欠いていると言える。このような政策が正

　当化されるという事実そのものが、全員が社会に

　満足していないということを示している。

14）Justice　as　Fairness　p．152　n．28において、ロールズは、

　コミュニティがどの程度の広さであり得るかを示
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　唆する観点を表現している。「格差原理が効果的で

　あるために必要とされる積極的な支持やそれへの

　忠誠は、人々の間に一定程度の均質性と、ある意味

　での社会的な緊密さ、親密さを前提するが、それら

　は複数の国家からなる社会において期待すること

　はできない。」このことは、国内においてはこのよ

　うな緊密性が十分に存在しているということを含

　意している。（ロールズが注でふれているさらなる

　三つの、単独社会と複合社会との対照は、私には失

　敗しているように思えるが、それらのいずれもこ

　こでの問題とは関係がない。）

15）Rawls，　Jo㎞，”Kantian　Constructivism　in　Moral　Theory，”

　Joumal　of　Philosophy　77，　no．9（September　1980）p．561、

　ATheory　of　Justice．　p536（『正義論』p．419）。
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